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■ 人権啓蒙活動

ジャムコグループでは、人権に関する啓蒙活動として、全

ての役職員にコンプライアンスハンドブックを配布してお

り、そのなかの、基本的人権の尊重に関する行動指針にお

いて下記の通り表明しています。

日々の事業活動のなかでは、職場の仲間はもちろん、お客

様や取引先、地域社会の皆様など、さまざまな考え方や価値

観を持つ人たちと接する機会がありますが、社会生活の基本

として、相手を否定することなく、お互いに認め合い、敬意

と尊厳を持って接するように啓蒙しています。

社会
ジャムコグループは、すべての人々の人権尊重を常として事

業に取り組んできました。「誠実で、人を大事にする会社」で

あり続けるために、グループを支える社員の成長を支え、誰

もが生き生きと働くことができる職場環境づくりを推進して

います。

S
SOCIAL

人権の尊重

■ 基本的な考え方

ジャムコグループは、コンプライアンス規範において、関

連する法律、国際ルール、社内規程類等を遵守するととも

に高い倫理観と社会的良識をもって行動することを誓約して

います。本規範に基づき、「国際人権章典」及び国際労働機

関（ILO）の「労働における基本的原則及び権利に関する宣

言」 に記された人権を尊重したうえで国内諸法令を遵守する

こととし、人種、宗教、性別、年齢、性的思考、障がい、国籍

などによる一切の差別と児童労働、強制労働、過重労働及び

ハラスメントを禁止しています。また、結社の自由や団体交渉

権、最低賃金をはじめとする従業員の基本的権利を尊重して

います。これらの事項は、サプライチェーン全体に対しても、

遵守を求めてまいります。

■ 推進体制

人権と労働に関する事項は、CSR推進委員会が中心となっ

てグループを統括しています。CSR推進委員会は、サステナビ

リティ推進担当執行役員を委員長に、定期及び随時に開催し

ており、人権に関する研修や人権リスクへの対応など、人権

に関する活動全般を推進しています。

人権アセスメント

■ 人権に関するリスク調査

当社では、社内の人権リスクを網羅的、体系的に把握・分

析するために、人権に関する主要な国際ルールやフレーム

ワークに照らし、企業が配慮すべき主要な人権及び企業活

動に関連する人権に関するリスクの項目（25の分野）※１に

ついて、アセスメントを実施しています。現状の結果を踏ま

え対策を講じて取組みを推進していきます。またグループ内

のみならず、事業とサプライチェーン全体でいかなる人権侵

害（特に児童労働や強制労働、抑圧やハラスメント、差別や

暴力等）も容認しないという方針のもと、働く人の人権を守

るための取組みを継続的に実施していきます。取引先には、

1年に1回CSRアンケート調査を実施し、その中で人権に関

するリスクアセスメントを行っています。

 CSRアンケート調査：2022年度の調査結果は、P.46参照

ジャムコグループでは人権侵害の早期発見と是正を可能に

するため、通報窓口を適切に運用するとともに、実効性ある

仕組みづくりに継続して取り組んでいます。

コンプライアンスホットライン（通報・相談窓口及びハラス

メント等相談窓口）を社内外に設置し、各窓口では匿名の相

談も受け付けています。寄せられた通報・相談内容について

は、厳格な守秘義務を負った窓口従事者が、社内関係部署及

び外部コンサルタント、弁護士などと連携し、可能な限り誠

実かつ迅速な対応に努めています。具体的な運用方法を定め

た社内規則には、通報者が不利益を被ることがないよう、通

報者の保護を定めるとともに、定期的な研修その他の方法に

よって、通報・相談窓口の連絡先や正しい知識を周知徹底す

ること等により、運用の高度化に取り組むことを定めていま

す。なお、当該規則は、2022年6月に施行された改正公益通

報者保護法に応じる形で、大幅な拡充を図っています。

人権方針

ジャムコグループは、経営理念の実現と持続的成長のために、人
権を尊重する責任を果たします。

1.	国際人権基準（注）に基づき、人権を尊重する取組みを推
進し、持続可能な社会づくりに貢献します。

2.	国際人権基準に基づき、事業活動を行う国及び地域の法
令を遵守します。

3.	人権への負の影響を発生させる行為はしません。

4.	人権への負の影響を発生させた、又は関与した場合には、
速やかにその救済の手続を取ります。

5.	人権への負の影響を発見した場合の通報先として、社内
又は社外のホットライン窓口を運用します。

6.	人権への負の影響を発生させるリスクの回避及び低減に
取り組みます。

7.	人権について、全役職員に対する啓発活動を推進します。

8.	ビジネスパートナー等に対し、人権を尊重し、負の影響を
発生させないように求めます。

9.	事業活動に関連する人権問題について、ステークホル
ダーと適切に対話し、情報開示を行っていきます。

（注）：「 国際人権基準」は、次の考え方などに代表される「ビジネスと人権に関する国際人権基
準」を指す

　　・「世界人権宣言と国際人権規約」（国連）
　　・「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」（ILO/国際労働機関）
　　・「ビジネスと人権に関する指導原則」（国連）

※１　法務省人権擁護局発行“「ビジネスと人権」への対応”より

   私たちは、あらゆる場面で接する人々の基本的人権を尊重
します。
  私たちは、人種・国籍・信条・性別・年齢・社会的身分・出
身地・疾病・障がいなどによる差別を行いません。また、性
的少数者（セクシャルマイノリティ）に対して、差別を行い
ません。

■ 人権に関する通報・相談窓口 

イントロダクション 価値創造
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ジャムコグループは、さまざまな背景を持つ社員が活躍

できる職場環境を整え、人財のダイバーシティ（ 多様性 ）

の推進を図ることで、グループの持続的成長とより良い社

会づくりに貢献していきます。

■ ワークライフバランスの推進

ジャムコグループは多様な人財が生き生きとやりがいを

持って働き、能力を最大限発揮できる職場環境を整えるため

に、社員のワークライフバランスを推進する各種制度を整えて

います。

当社では一般事業主行動計画を策定し、仕事と子育ての両

立を推進しており、育児休業後の職場復帰や待機児童問題な

どに対応しています。主要事業拠点（立川地区）では、テナン

ト・オーナーが開設した企業主導型保育所を優先的に利用で

きる環境を整えています。また、従業員のニーズに対応し、育

児を対象とし在宅勤務制度を導入しており、女性社員のみな

らず男性社員にも広く活用されています。

これからも当社では、従業員が働きやすい環境づくりを従

業員とともに検討し、充実を図っていきます。

主なワークライフバランス支援制度と利用実績（2022年）
制度 概要 男性（人） 女性（人）

産前産後休暇 産前6週間、
産後8週間の計14週取得可能 - 5

出産時休暇 4日間取得可能 40 -

育児休業 子が1歳6 ヶ月（最長2歳年度）に
達するまで 2 9

育児時短制度

子の12歳到達後最初の3月31日
までに、1日あたりの所定労働時間
を2時間の範囲で短縮して勤務す
ることが可能

3 20

子の看護休暇

12歳までの子の学校行事などを目
的として、子1人につき年間5日間
取得可能

（2人の場合:10日、3人以上の場
合:15日）

102 23

介護休暇 介護を目的として、年間で5日間取
得可能 4 1

介護休業 介護を目的として、最長93日間取
得可能 0 0

在宅勤務制度 育児を対象とした在宅勤務制度 5 5

※ その他、育児フレックス勤務、時間外勤務免除制度、深夜残業免除制度、育児休業者復帰
プログラム（WIWIW）、介護支援休暇等があります。

※利用実績の対象は正社員、パートタイマー社員、嘱託社員です。

一般事業主行動計画

従業員が仕事と子育てを両立させることができ、従業員全員が働
きやすい環境をつくることによって、従業員がその能力を十分に
発揮できやすくするようにする。また次世代育成支援に加え、女
性の活躍の推進を行うために、次のように行動計画を策定する。

1.	次世代育成支援	（期間:2021年4月1日	~	2023年3月31日）	
　目標1	従業員の年次有給休暇の取得の促進を図り、子育

てへの参加機会を増やすなど、ワークライフバラン
スを充実させる

　目標2	従業員が仕事と子育てを両立させることができる
環境の拡充

2.	女性活躍推進	（期間	:	2021年4月1日	~	2023年3月31日）	
　目標1		女性の役職者（主任以上）の割合を8%以上とする	
　目標2		計画期間内において女性社員の育児休業取得率

100%を維持するとともに、男性社員の育児休業取
得率の向上	（8%以上）を目指し、男性の家庭生活
への参画に取り組む

人財育成

ダイバーシティ＆インクルージョン

			年次有給休暇の取得促進
　 年休取得8日以上（管理職を含めた全従業員100％取得）と

し、2023年3月末時点の管理職を含めた全従業員の年休取
得割合は84.8%となっています。引き続き、取得状況を注視し
100%の取得を目指します。2022年の年間の平均有給休暇取
得日数は16.57日となりました。

			時間外労働時間の削減
　 労使間で定期的に行っている時間外労働時間削減協議会で

は、事業部の抱えている諸問題に対し、会社側と協議でき
る場を設ける等、より実態に即した運用・開催を実施して
います。

			計画に基づく時間外労働時間管理の徹底
　 勤怠システムでは警告アラート等の機能により本人及び管理

者自身が時間外労働時間の管理をしやすくすることで、残業
の超過などを未然に防ぐことができます。

総実労働時間の短縮

柔軟な働き方を支援するための企業内サテライトオフィスの

設置

従業員の柔軟な働き方を実現する施策の一つとして、一般

事業主行動計画（計画期間2021/4/1 ～ 2023/3/31）の目標

の一つに「企業内サテライトオフィスの設置」を掲げ、航空機

器製造事業部（調布地区）に当社初となる企業内サテライトオ

フィスを設置しました。

労使関係

当社では、労使協調のもと、より良い職場づくりに向け取り

組むとともに、ジャムコ労働組合との間で労働協約を結び、賃

金、労働時間、安全衛生、福利厚生など解決すべき課題や会

社の向かうべき方向について真摯に話し合い、良好な信頼関

係を築いています。

また定期的に、「中央労使協議会」を開催し、代表取締役社

長をはじめとする経営幹部が出席のもと、さまざまなテーマに

ついて意見や情報を交換しており、制度や施策の充実に取り

組んでいます。

2022年度末時点で、ジャムコ労働組合の組合員数は718

人であり組合加入資格者の加入比率は100%となっています。

人財育成については、経営理念の実現とともに会社の持続

的成長に資する人財育成を基本とし、その重要な施策である

教育訓練は、実施体制や内容等を社内規程に定めて計画的に

実施しています。

当社は、「航空業界を基軸に、技術力を生かした付加価値の

高い製品及びサービスを供給する」を経営基本方針のひとつ

に掲げ、飛行安全の確保と品質の向上を最優先に顧客のニー

ズに応える製品・サービスを供給しています。それを支え、実

現する人財には、誠実且つ公正な倫理観、専門的で高度な知

識・技量・能力、さらには豊富な経験が求められます。また最

近では、産業構造の変質やデジタル技術の進展などによって、

新たなリスク対応や事業機会の創出なども課題であり、こうし

た課題にも対応できる人財も必要になってきています。以上の

ような人財を計画的、継続的に育成するために、当社では教

育訓練システムを定めて運用し、必要に応じてその内容を適

宜見直しながら人財育成を推進しています。

■ 柔軟な働き方の提供

■ 人財育成の基本方針

イントロダクション 価値創造
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■ 人財育成体制

教育訓練に関する社内規程に教育訓練の実施体制や教育

体系等を定めています。教育体系は、「階層別研修」、「選抜

式研修」、「専門スキル研修」、「語学研修」、「テーマ別研修」、

「自己啓発研修」で構成し、その概要は次のとおりです。
a.	階層別研修

　 　階層別研修は、新たな昇格者向けにエントリー研修とブラッシュアッ

プ研修で構成し、当該役職に期待される役割の理解とそれに応じた能力

の向上及び職場で直面する課題解決の思考や手法等の習得を目的とし

ています。

b.	選抜式研修

　 　将来の幹部候補者を選抜して早期に育成するための研修で、事業環

境を認識させながら気付きを与えて自覚と行動変革を促すとともに、マ

ネジメント能力の向上を図っています。

　 　又、女性活躍推進も重要な経営課題としており、女性リーダー及びそ

の候補者育成のためのトレーニングプログラムを通じて、リーダーとし

ての役割を理解して自覚を促すとともに、ビジネススキルを向上させる

研修を実施しています。

c.	専門スキル研修

　 　職務上必要となる社内資格や公的資格、専門的な知識・技術・技能等

を習得するため、各事業部による専門教育を計画的に実施しています。

d.	語学研修

　 　会社の国際競争力向上に向けて、海外派遣プログラム、語学学校の研

修プログラム、E-learningやオンライン英会話など種々のカリキュラム

を実施しています。

e.	テーマ別研修

　 　各種法令、社会情勢や事業環境の変化等に応じて、コンプライアンス

や情報セキュリティをはじめ、一般的、専門的知識の醸成を目的とした

研修を随時実施しています。

f.	自己啓発研修

　 　 個 人のキャリアアップ、スキルアップに資する各 種 通 信 教 育、

E-learning等の自己啓発教育を自律的に受講する制度を設けています。

グローバル人財の育成

　欧米主要航空機メーカーや各国エアラインとのビジネス、

また海外グループ拠点など、国際舞台でリーダーシップを発揮

できるグローバル人財の育成は当社にとって重要な課題です。

　当社では単なる語学力向上のみならず、異なる文化・慣習の

吸収ならびに、ビジネス現場に近い環境での語学活用能力を

高め、グローバル人財としての土台作りを目的に、米国大学に

おける語学研修プログラムへの派遣やフィリピンの語学学校

への短期留学などを実施しています。

DX人財の育成支援

当社は、JAMCO Vision 2030においてHRX（戦略的DX

人財育成）を主要課題の一つとして掲げ、人財開発を通じてイ

ノベーションを創出する組織づくりを目指し、取組みを加速し

ています。

また、全役職員にDX時代に適応する人財育成プログラム

を実施するため、人事総務部を中心としたHRXワーキンググ

ループを組成し、人財育成プログラムを設計しました。このプ

ログラムは2023年度から運用を開始しています。

■ 人財育成と魅力的な職場づくり

当社は、従業員一人ひとりが最も重要な経営資源であ

り、従業員の成長こそがジャムコの持続的発展につなが

るものと考えています。従業員一人ひとりが仕事への誇

りと高い技術力を持って業務に取り組み、積極的に新し

い分野や業務にチャレンジする組織づくりを目指して、

その基盤となる人財育成に取り組むとともに、生き生き

と働ける魅力的な職場環境づくりを推進しています。ま

た、その実現のために従業員が高いモチベーションで働

ける公平・公正な評価制度を整備しています。

従業員意識アンケートを原則 2 年毎に実施しており、

その結果は経営層を含め全社へフィードバックしてい

ます。年に 1 回実施しているストレスチェックについて

は、詳細なフィードバックレポートを関係者に配信する

とともに、職場環境を改善するための具体策を指導する

など、従業員満足度やエンゲージメントの向上にも努め

ています。

■ 人財獲得・育成への取組み

　当社は、持続的成長のために、「グローバルな視点やマイ

ンドを持っている人 」、「 強い意志を持ち、自ら考え行動で

きる人 」、「 周囲と協力し、より大きな力を生み出せる人 」、

「 責任感を持って、最後まであきらめない人 」を求める人

物像に掲げて人財の獲得に努めています。

　採用活動では座談会や面接、内定者のフォローアップ等

を通じ、ジャムコで働く具体的なイメージを伝え、入社後の

ミスマッチを防ぐようにしています。

　人財の定着では、入社後の働きやすさや働きがいの向上

につなげるために「 新人サポート制度 」や「 新入社員フォ

ローアップ教育 」等の施策を実施しています。

　また従業員一人ひとりが長期にわたって高いモチベー

労働安全衛生重点項目の取組み

2022 年度は「 安全・安心 」な職場環境づくりに努め次

の重点項目に取り組みました。

当社では社員の健康を守るため全従業員に対して、法定

のストレスチェックに加えてメンタルヘルス教育を行ってい

るほか、健康診断受診の義務化、一定年齢以上の人間ドッ

ク受診支援、24 時間健康相談を受け付ける外部相談窓口

を設置するなどの健康維持のための環境を整えています。

災害時の対応

労働災害や震災時の対応などについて、従業員等への周

知や工場勤務の従業員を対象とした安全衛生教育の実施、

安否確認の訓練など、社員の安全意識向上にも日々取り組

んでいます。

■ 労働安全衛生の基本方針

労働安全の確保は、経営の最も重要な基盤であり、社会

への責務です。ジャムコは、安全衛生への意識を高め、誰

もが心身とも健康で安全に、安心して働くことのできる職

場環境づくりを目指すことを基本方針としています。安全

衛生活動の推進組織として、人事総務担当執行役員を委

員長とする中央安全衛生委員会を置き、また地区ごとに地

区安全衛生委員会を設置し、組織的に活動しています。

安全衛生管理体制

※ 地区ごとの安全衛生担当者として、従業員規模に応じて統括安全衛生管理者、安全管理者、
衛生管理者、安全衛生推進者、産業医を配置しています

※地区ごとに労働安全衛生法に定められた作業主任者を選任しています

2022 年度重点項目

1.	安全衛生水準向上のための安全衛生教育の実施

2.	従業員の健康管理体制の強化

3.	メンタルヘルスケアへの取組み

4.	被災報告、ヒヤリハット情報の共有による労働災害

撲滅への取組み

5.	派遣会社への安全衛生活動の支援協力の要請

労働安全衛生

立川地区 調布地区 仙台地区
(四谷含む )

成田地区
(東松山含む)

中央安全衛生委員会

地区安全衛生委員会

委員長：人事総務担当執行役員　
事務局：人事総務部

ションを維持し、能力を発揮していけるように、キャリア

デベロップメントプログラムを策定しており、キャリアロー

テーション制度、サクセッションプランを運用しています。

　福利厚生面では、育児・介護と仕事との両立を図るため

に、ワークライフバランスのための休暇制度の充実や介護

支援紹介サービスの提供、また在宅勤務制度や短時間勤務

制度などを設けています。

イントロダクション 価値創造
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■ お客様への責任

ジャムコは、安全と品質への配慮を第一に、お客様にご

満足いただける製品とサービスの提供を通じて、社会に貢

献しています。

飛行安全の確保

ジャムコは経営基本方針の第一に、「 飛行安全の確保と

品質の向上を図る」を掲げています。航空業界に軸足を置

き事業を展開する上で不可欠な、安全と品質に十分配慮

し、そして技術力を生かした付加価値の高い製品やサービ

スを提供し続けることで、自らが持続可能な企業となり、

ひいては健全で持続可能な社会づくりにも貢献したいと考

えています。

安全文化の醸成と品質向上への取組み

ジャムコは、航空機及びその装備品等の製造、整備等を

通じて、お客様の安全運航に貢献しています。ジャムコグ

ループの安全・品質マネジメントシステム（ 管理体制 ）を盤

石な体制にし、組織横断的に安全文化の醸成と品質の向上

に取り組み、PDCAを確実に回すことで、製品及びサービ

スの品質向上、安全性の確保、お客様からの信頼の向上に

努めています。

■ 安全方針

安全最優先の原則 「 航空安全の確保は、当会社におけ
る最も重要な基盤であり、顧客及び社会への責務である。」

関係法令等の遵守の原則 「 私たちは、関係法令等を遵守
し、互いに協力連携して、航空安全を追求します。」

安全管理体制の継続的改善の原則「 航空安全のために、
全役職員が一丸となって安全マネジメントシステムを機能

させ、改善に取り組み続けます。」

■ 調達方針

ジャムコグループは、調達方針を定め、取引先に対しても

その遵守を求め、サプライチェーン全体で CSR 活動を推進

しています。

安全と品質

サプライチェーンマネジメント

安全マネジメントシステム

ジャムコは、グループ企業と一丸となって航空安全を推

進しています。ハザード、リスク及び不安全事象等に対し

て、安全を推進する部門が網羅・集約して、航空安全を推

進し、全役職員が一丸となってお客様の安全、航空の発展

に努めています。

■ 品質方針

ジャムコグループは、航空産業に携わるものとしての誇り

と責任を自覚し、お客様が安心できる製品及びサービスを

提供し続けます。

品質保証体制・検査体制の強化

品質管理を徹底するため、製造部門と品質保証部門、品

質監査部門及び検査部門の連携を強化し、品質マネジメン

トシステムのさらなる追求を推進しています。

品質マネジメントシステム

経営責任者が定めた品質方針を基盤とし、各組織の業務

形態に合わせた品質方針をJIS Q 9100の要求事項に基づ

き確立し、実施し、維持することにより、お客様にご満足い

ただける高品質な製品とサービスの提供を積極的に推進し

ています。

マネジメントシステムの認証維持・継続

当社の事業は航空宇宙産業特有の高度な品質保証体

制が求められており、日本及び海外航空局の認定、JIS Q 

9100「 品質マネジメントシステム」及び ISO27001「 情報

セキュリティマネジメントシステム」などの認証を取得し

て、それぞれの事業内容にふさわしい品質保証体制等を構

築しています。

認証取得については以下のURLをご参照ください。

https://www.jamco.co.jp/ja/company/certification.htmWEB

ジャムコグループは、良きパートナーとして取引先ととも

に発展できるよう、常に誠実な対応を心がけ、公正で健全な

関係構築に努めています。

当社では従来、各国・地域の法令に則り、社会規範を遵守

した調達を推進してきました。しかし近年の社会的要請の高

1.	健全な取引関係の構築
　 			取引先との相互理解と信頼関係を大切にし、健全な取引関係を維持し

ます。

　 			すべての取引について、公正且つ適正な取引条件を遵守します。
　 			取引先の経営状況、技術力、企業姿勢などを評価し、企業の社会的責

任を尊重した取引を進めます。

2.	取引先の公正な選定と適正な調達
　 			品質、価格、納期などの客観的な購買基準と合理的な判断に基づき、

取引先を選定します。

3.	不明朗な関係の排除
　 			公正、公平で透明な取引に努め、業務に関連した個人的な報酬、口銭

の授受及び社会的常識範囲外の接待や贈与を受けません。

4.	法令遵守・倫理
　 			取引を行う各国及び地域の関連する法令を遵守します。
　 			業界基準及び動向を常に注視し、これを尊重した取引に努めます。
　 			下請代金支払遅延等防止法に定められた親事業者の義務を遵守し、独

占禁止法に定められた優越的な地位の濫用として禁止されている不公

正を行いません。

　 			取引に関連する機密事項を漏洩しません。
　 			提供を受けた情報や知的財産を提供者の了解なく社外に公表しません。
　 			紛争鉱物に対し、サプライチェーンの透明性の確保と責任ある調達を

実施します。

5.	グリーン調達
　 			グリーン調達を推進し、環境保全、資源保護などに充分配慮した取引

を行います。

6.	人権の尊重及び労働安全衛生
　 			基本的人権を尊重し、労働環境や安全衛生に配慮した調達活動を推進

します。

アセスメント

グループ会社と委託先のCSRの現状を把握するために、

CSRアンケート調査を実施しています。2022 年度は 2021

年度と同様にグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャ

パン（ GCNJ ）が策定した「 CSR 調達セルフ・アセスメント

質問表（ 共通 SAQ ）※」を参考に作成した質問表を用いて

調査を実施しました。アンケートは 50 社（ 航空機整備事業

部の委託先 5 社、航空機器製造事業部の委託先 5 社、航空

機内装品事業部の委託先 36 社及びグループ会社 4 社 ）を

対象に実施しました。回答結果は右上の図の通りです。

すべての項目において前年度の得点率を上回る結果とな

りました。当社が改善を要すると判断したサプライヤーに

対しては、相互に課題を確認のうえ改善に向けた支援等に

努めていきます。

紛争鉱物への対応

コンゴ民主共和国及びその周辺国において産出されるタ

ンタル、スズ、タングステン、金の4種類の鉱物（紛争鉱物）

が、当地で残虐行為を行っている武装勢力の資金源となって

いることが国際問題となっています。当社では、当地の紛争

を助長することがないよう、紛争鉱物と認められた原材料の

不使用を宣言するとともに、お客様からの紛争鉱物規制に

関する調査・報告の要請にも適切に対応しています。

また、これら4 種類の鉱物に関係する原材料の調達先に

対し、紛争鉱物を含有していないことの誓約書の提出を求

めています。

2022 年度SAQ 回答結果（全50社平均）
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まりを受けて、取引先とともにCSRに取り組み、社会への責

任をより積極的に果たしていく必要があると考えています。

調達方針をグループ企業と共有し、取引先の皆様とも協

力しながらサプライチェーン全体での取組みを進めてまいり

ます。

※ CSR調達セルフ・アセスメント質問表（共通SAQ）は、サプライチェーンを構成

するすべての企業が、SAQの回答を通じて相互理解を深め、グローバルレベル

でのCSR調達が実践できるよう、国連グローバル・コンパクトの10原則をはじ

め、ISO26000やGRI等の国際規格との整合性に配慮して作成されたものです。

地域社会への貢献

■ 地域ボランティア活動

ジャムコグループは、地域社会の一員として皆様との関係

を大切に考えています。地域の皆様との交流や教育、学術支

援、海外企業との連携による共同研究開発などをはじめ、ボ

ランティア活動などの社会貢献活動を展開しています。
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https://www.jamco.co.jp/ja/company/certification.htm

